
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索 ほくほくプラザ 

エスディージーズ 

※SDGsは「誰ひとり取り残さない社会」を実現するための目標です。 

 

１年の流れは早いもので、あっという間に春が過ぎ、色とりどりのアジサイが綺麗に花

を咲かせる季節となりました。雨が降り続くとじめじめして憂うつになることもあります

が、雨音は人の心を落ち着かせてくれる効果もあるそうです。雨音を聴きながら読書をす

るなど、ホッとできる時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。 

 

 
■マスクの着用にご協力をお願いします。 
■アルコール消毒液を玄関に設置しています。来館時には
必ず手指の消毒をお願いします。 

■玄関に設置の非接触式検知器で体温を測定し、来館受付
表の健康観察欄に必ず記載してください。 

 
※発熱のある方（37.5℃以上）の入館をお断りしています。 
  体調の悪い方はご無理なさらないようお願いします。 

ほくほくプラザでは、新型コロナウイルス感染拡大を予防するため、ご来館のみなさ
まへ下記についてご理解、ご協力をお願いしております。 
 

ＳＴＯＰ！ 
コロナ差別 

 

大切！ 

自分も相手も大切にし、 
一人ひとりの人権を 
大切にしましょう。 

とっとり県民カレッジ連携講座 

 

 ほくほくプラザ 
子どもたち一人ひとりが生まれ
たときから安心して生きるため
に、私たち大人ができることは何
かを学びましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほくほくプラザ  ６月 行事予定 

1 水  

2 木  

3 金 第１回分かりやすいじんけんの話 

4 土  

5 日  

6 月 午前休館 

7 火  

8 水  

9 木  

10 金  

11 土 習字教室 

12 日 絵本の読み聞かせ会 

13 月 午前休館 

14 火  

15 水  

16 木  

17 金 おしゃべりサロン 

18 土 ○児 「オリジナル時計を作っちゃおう！」 

19 日  

20 月 午前休館 

21 火  

22 水  

23 木  

24 金  

25 土 習字教室 

26 日 ○児 「スイカの選果場に行こう！」 

27 月 午前休館 

28 火  

29 水  

30 木  
 

※行事の申し込みが終了している場合もあります。 

詳しくは、ほくほくプラザ（３７－４６７６）まで 

 

✣

✣

6 月17 日（金）9：00～11：00 

◆行事・イベント会場では、体調の確認を行います。体調不良の方はご遠慮ください。 

 

◆行事・イベントは、新型コロナウイルス感染症の状況により、内容の変更、延期または中止する場合があります。 

6 12 10 00

【お願い】ご不要になった子ども服やおもちゃ、 

ベビー用品があればお譲りください。 

・申込不要 

・参加費１００円 

・材料費３００円 

 

✿参加者同士で会話を楽しみましょう♪ 

✿どなたでもご参加いただけます♪ 

聞 会 み 絵 

 

２０００年１１月に施行された児童虐待防止法とは、虐待によって児童の成長や人格形

成に悪影響を及ぼすことを防止するための法律です。 

【身体的虐待】 ・児童に対して暴行すること 

【性 的 虐 待】 ・児童とわいせつな行為をすること 

・児童にわいせつな行為をさせること 

【ネグレクト】 ・著しく食事の量を減らすこと 

  ・長時間放置すること 

  ・同居する人が児童に対して虐待していることを放置すること 

【心 的 虐 待】 ・児童に対する暴言 

  ・ドメスティックバイオレンス(配偶者などへの暴力や暴言)を見せること 

児童とは『１８歳未満の人』と定められており、親権者や成年後見人、児童施設の施設長や児童を監視

している人などの『保護者』が、児童に対して以下の行為を行うことを「虐待」としています。 

 

「分かりやすいじんけんの話」に参加し、地域で学びましょう！ 

地域で子どもたちを守ろう！！ 
児童虐待を発見、または明確な証拠がなくても児童虐待の疑いがあれば、市町村や福祉

事務所、児童相談所などに通告しなければなりません。子どもは日本の将来を担う大切な

宝です。地域のみんなで見守っていきましょう。 

 


